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簡易公募型プロポーザル方式（拡大）に係る手続き開始の公示 
（建築のためのサービス、その他の技術的サービス（建設工事を除く）） 

 
次のとおり技術提案書の提出を招請します。 

本業務は「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画」運用指針（平成８年   

６月１７日事務次官等会議申合せ）記４に定める調達の対象外である。 

 

 
２０２３年５月９日 
 
 
                               国立大学法人東京医科歯科大学長 
                                                           田中 雄二郎 
 
 
 
１ 業務概要 

(1) 業 務 名 東京医科歯科大学（湯島）７号館改修設備設計業務 

(2) 業務内容 ７号館設備改修工事の実施設計業務（改修面積：約 4,260 ㎡） 

(3) 履行期限 ２０２４年１月３１日（水） 

 
２ 参加資格、選定基準及び評価基準 

(1) 技術提案書の提出者に要求される資格 
次に掲げる条件を全て満たしている単体又は次に掲げる条件を全て満たしている

２者以上の者により構成される共同体であること。 
① 国立大学法人東京医科歯科大学固定資産及び物品調達要項第１７条及び第１８条

の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっ

て、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同１７条中、特別の理由がある

場合に該当する。 
② 記３(4)の提出期限において、単体で参加する場合は、文部科学省における「一般

競争参加者の資格」（平成１３年１月６日文部科学大臣決定）第３章第３２条で定め

る競争参加資格について、令和５・６年度設計・コンサルティング業務のうち、「建

築設備関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であること。 
2 社以上の共同体として参加する場合は、代表者が文部科学省における「一般競争

参加者の資格」（平成１３年１月６日文部科学大臣決定）第３章第３２条で定める競

争参加資格について、令和５・６年度設計・コンサルティング業務のうち、「建築設
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備関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であり、その他の構成員が文部

科学省における「一般競争参加者の資格」（平成１３年１月６日文部科学大臣決定）

第３章第３２条で定める競争参加資格について、令和５・６年度設計・コンサルテ

ィング業務のうち、「建築関係設計・施工管理業務」もしくは「建築設備関係設計・

施工管理業務」の認定を受けている者であること。 
（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申

立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定

を受けていること。） 
③ 経営状況が健全であること。 
④ 不正又は不誠実な行為がないこと。 
⑤ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築士事務

所の登録を行っていること。 
⑥ 参加表明書の提出期限の日から技術提案書の特定の日までに、文部科学省から「設

計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」   

（平成１８年１月２０日付け１７文科施第３４６号文教施設企画部長通知）に基づ

く指名停止措置を受けていないこと。 
⑦ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるも

のとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している

者でないこと。 
⑧ ２００８年度（平成２０年度）以降に、元請けとして RC 造、S 造又は SRC 造で

地上 3 階建て以上、延床面積 2,000 ㎡以上の施設の新増築又は全面改修の建築設備

実施設計業務を完了していること。 

(2) 技術提案書の提出を求める者を選定するための基準 
① 担当予定技術者の能力 

資格及び経験、主要業務の実績、同種又は類似業務の実績 
② 技術提案書の提出者の能力 

技術者数、技術力、主要業務の実績、同種又は類似業務の実績 
(3) 技術提案書を特定するための評価基準 

① 担当予定技術者の能力 
資格及び経験、主要業務の実績、同種又は類似業務の実績 

② 技術提案書の提出者の能力 
技術者数、技術力、主要業務の実績、同種又は類似業務の実績 

③ 業務の実施方針 
業務内容の理解度、実施方針の妥当性、実施手法の妥当性、業務に対する取組意欲、

工程計画の妥当性、技術者配置計画の妥当性 
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④ 課題についての提案 
提案の的確性、独創性、実現性 

 
３ 手続等 

(1) 担当部局 
        〒１１３－８５１０ 東京都文京区湯島１－５－４５ 
        東京医科歯科大学施設部施設企画課施設契約係 
        電話 ０３－５８０３－５０５３ 

(2) 説明書の交付期間及び場所 
２０２３年５月９日（火）から２０２３年５月１９日（金）まで。ただし、行政機

関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条に規定する行政機関の休日

は除く。午前９時３０分から午後５時００分まで。(1)に同じ。 
東京医科歯科大学ホームページにて無料で交付する。（東京医科歯科大学トップペー

ジ＞企業・研究機関の方へ＞調達情報＞調達情報（工事調達） 

(3) 参加表明書の提出期限、提出場所及び方法 
２０２３年５月１９日（金）午前１１時００分 
 (1)に持参又は郵送（書留郵便等配達の記録が残る方法に限る。）すること。 

(4) 技術提案書の提出期限、提出場所及び方法 
２０２３年６月１２日（月）午前１１時００分 

 (1)に持参又は郵送（書留郵便等配達の記録が残る方法に限る。）すること。 
 
４ その他 

(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 
(2) 契約保証金 納付 

ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保

証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、

又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 
(3) 虚偽の内容が記載されている参加表明書又は技術提案書は、無効とする。 
(4) 手続きにおける交渉の有無 無 

(5) 契約書作成の要否 要 

(6) 当該業務に直接関連する他の業務の契約を当該業務の契約の相手方と随意契約に

より締結する予定の有無 無 

(7) 技術提案書のヒアリングを実施する場合は、別途通知する。 

(8) 関連情報を入手する為の照会窓口 記３(1)に同じ。 
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(9) 記２(1)②に掲げる資格を満たしていない者も記３(3)により参加表明書を提出す

ることができるが、記３(4)の提出期限の日において、当該資格を満たしていなけれ

ばならない。 

(10) 詳細は説明書による。 



 

1 

説 明 書 
 

東京医科歯科大学（湯島）7 号館改修設備設計業務に係る参加表明書及び技術提案書の提

出に関する詳細は下記によるものとする。 
 

記 
 
１ 公示日     ２０２３年５月９日（火） 
 
２ 発注者     国立大学法人東京医科歯科大学長  田中 雄二郎 
 
３ 担当部局    〒１１３－８５１０ 東京都文京区湯島１－５－４５ 
                    東京医科歯科大学施設部施設企画課施設契約係 
                    電話 ０３－５８０３－５０５３ 
 
４ 業務概要 
  (1) 業 務 名 東京医科歯科大学（湯島）７号館改修設備設計業務 

     (2) 業務内容 ７号館設備改修工事の実施設計業務（改修面積：約 4,260 ㎡） 

  (3) 履行期限 ２０２４年１月３１日（水） 

  (4) 業務の詳細説明 別紙の「設計業務委託特記仕様書」及び「現場説明書」のとおり 

 
５ 参加表明書及び技術提案書の作成様式及び記載上の留意事項 
    別紙の「参加表明書作成要領」及び「技術提案書作成要領」のとおり 
 
６ 受注資格の喪失 
    本件業務を受注した建設コンサルタント等（協力を受ける他の建設コンサルタント等

を含む。以下同じ。）及び当該建設コンサルタント等と資本若しくは人事面において関連

を有する製造業者及び建設業者は、本件業務に関するすべての建設業務の受注資格を失

う。 
 
７ 技術提案書の提出を求める者に要求される資格 
  次に掲げる条件を全て満たしている単体又は次に掲げる条件を全て満たしている２者

以上の者により構成される共同体であること。 
(1) 国立大学法人東京医科歯科大学固定資産及び物品調達要項第１７条及び第１８条の

規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、

契約締結のために必要な同意を得ている者は、同１７条中、特別の理由がある場合に



2 
 

該当する。 
  (2) 記１６(2)①の提出期限において、単体で参加する場合は、文部科学省における「一

般競争参加者の資格」（平成１３年１月６日文部科学大臣決定）第３章第３２条で定め

る競争参加資格について、令和５・６年度設計・コンサルティング業務のうち、「建築

設備関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であること。 
2 社以上の共同体として参加する場合は、代表者が文部科学省における「一般競争参

加者の資格」（平成１３年１月６日文部科学大臣決定）第３章第３２条で定める競争参

加資格について、令和５・６年度設計・コンサルティング業務のうち、「建築設備関係

設計・施工管理業務」の認定を受けている者であり、その他の構成員が文部科学省にお

ける「一般競争参加者の資格」（平成１３年１月６日文部科学大臣決定）第３章第３２

条で定める競争参加資格について、令和５・６年度設計・コンサルティング業務のうち、

「建築関係設計・施工管理業務」もしくは「建築設備関係設計・施工管理業務」の認定

を受けている者であること。 
（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受け

ていること。） 

  (3) 経営状況が健全であること。 

  (4) 不正又は不誠実な行為がないこと。 

  (5) 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築士事務所

の登録を行っていること。 

(6) 参加表明書の提出期限の日から技術提案書の特定の日までに、文部科学省から「設

計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」

（平成１８年１月２０日付け１７文科施第３４６号文教施設企画部長通知）に基づく

指名停止措置を受けていないこと。 

(7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるもの

として、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者で

ないこと。 

(8) ２００８年度（平成２０年度）以降に、元請けとして RC 造、S 造又は SRC 造で地

上 3 階建て以上、延床面積 2,000 ㎡以上の施設の新増築又は全面改修の建築設備実施

設計業務を完了していること。 
 

８ 技術提案書の提出を求める者を選定するための基準 
  (1) 担当予定技術者の能力 審査のウエートは３分の２ 

   資格及び経験、主要業務の実績、同種又は類似業務の実績 

  (2) 技術提案書の提出者の能力 審査のウエートは３分の１ 
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   技術者数、技術力、主要業務の実績、同種又は類似業務の実績 

 

９ 技術提案書を特定するための評価基準 

  (1) 担当予定技術者の能力 審査のウエートは１０分の２ 

   資格及び経験、主要業務の実績、同種又は類似業務の実績 

  (2) 技術提案書の提出者の能力 審査のウエートは１０分の１ 

   技術者数、技術力、主要業務の実績、同種又は類似業務の実績 

  (3) 業務の実施方針 審査のウエートは１０分の３ 

   業務内容の理解度、実施方針の妥当性、実施手法の妥当性、業務に対する取組意欲、

工程計画の妥当性、技術者配置計画の妥当性 

  (4) 課題についての提案 審査のウエートは１０分の４ 
   提案の的確性、独創性、実現性 

① 建築設備改修設計の範囲において、省エネルギー又はライフサイクルコスト低減

に寄与する設計方策の提案 
② 工区を分けた改修工事を行うにあたり、効率的な更新が可能となるような設計手

法又は施工計画に関する提案 
 

１０ 公示  別紙のとおり 
 
１１ 契約書作成の要否等  要   

別紙「設計業務委託契約書（案）」により契約書を作成する。 
 
１２ 支払条件  受注者からの適法な請求に基づき２回以内に支払うものとする。 
 
１３ 参加表明書の提出期限、場所及び方法等 
  (1) 記７(1)に掲げる資格を満たしていない者も参加表明書を提出することができるが、

記 16(2)①の提出期限の日において、当該資格を満たしていなければならない。 

  (2) 参加表明書の提出期限、場所及び方法等 

     ① 提出期限  ２０２３年５月１９日（金）午前１１時００分 

ただし、行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条に規定

する行政機関の休日（以下「休日」という。）は受け付けない。 
     ② 提出場所 記３に同じ 
     ③ 提出方法 印刷した書類を持参または郵送（書留郵便等配達の記録が残る方法に

限る。）により提出すること。ただし、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。

なお、ファクシミリによるものは受け付けない。 
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     ④ 提出部数 参加表明書（表紙）１部、技術資料８部 
※ 技術資料に記載した主要業務、同種・類似業務について、実績が確認できる書類

（契約書の写し、テクリス登録データ等）を１部提出すること。 
文部科学省における令和５・６年度設計・コンサルティング業務に係る競争参

加資格の認定を受けている「競争参加資格認定通知書」の写し１部を含む。 
⑤ 参加表明書に押印すること。 

⑥ 提出書類は一式を電子データでも提出すること。 

 
１４ 提出要請者の選定 
  (1) 参加表明者が、記７に掲げる資格を満たしているか否かの確認を記１３(2)①の提出

期限の日を基準日として行う。ただし、記７(1)に掲げる資格を満たしていない者で

あっても、記１６(2)①の提出期限の日において当該資格を満たしていることを条件

として、当該資格を満たしていることを確認する。 

  (2) 記７に掲げる資格を満たしている参加表明者の中から、記８に掲げる基準に基づき、

技術提案書の提出を求める者（以下「提出要請者」という。）を選定する。なお、提

出要請者は原則、参加表明書の審査結果の上位３者とする。 

  (3) (2)の選定の結果は、２０２３年５月２９日（月）までに通知する。 

なお、技術提案書特定後に提出要請者を閲覧により公表する。 

  (4) 閲覧の開始及び場所 

     ① 閲覧開始    ２０２３年６月２２日（木）から ただし、休日は行わない。 
     ② 閲覧場所    記３に同じ 
     ③ 閲覧時間    午前９時３０分から午後５時００分まで 
 
１５ 非選定理由に対する質問書の提出期限、場所及び方法等 
  (1) 提出要請者に選定されなかった者は、書面（様式は自由）によりその理由について

説明を求めることができる。 

  (2) 質問書の提出期限、場所及び方法 

     ① 提出期限 ２０２３年６月７日（水）午後５時００分 ただし、休日は受付けない。 

     ② 提出場所 記３に同じ 

     ③ 提出方法 持参又は郵送（書留郵便等配達の記録が残る方法に限る。）すること。

ただし、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。なお、ファクシミリによるもの

は受け付けない。 

  (3) (1)の質問に対する回答期限及び方法 

     ① 回答期限 ２０２３年６月１６日（金） 

     ② 回答方法 質問回答書を送付する。 
 



5 
 

１６ 技術提案書の提出期限、場所及び方法等 

  (1) 記１４(3)の通知により技術提案書の提出を求められた者は、技術提案書を提出する

ことができる。 

  (2) 技術提案書の提出期限、場所及び方法等 

     ① 提出期限 ２０２３年６月１２日（月）午前１１時００分 

ただし、休日は受付けない。 

     ② 提出場所  記３に同じ 

     ③ 提出方法  印刷した書類を持参または郵送（書留郵便等配達の記録が残る方法に

限る。）により提出すること。 

④ 技術提案書（表紙）１部、技術資料８部 
⑤ 技術提案書に押印すること。 
⑥ 提出書類は一式を電子データでも提出すること。 

  (3) 提出期限までに技術提案書を提出しない者は、技術提案書の提出を辞退したものと

みなす。 

 
１７ 技術提案書の特定 
  (1) 技術提案者が、記７に掲げる資格を満たしているか否かの確認を記１６(2)①の提出

期限の日を基準日として行う。 

  (2) 記７に掲げる資格を満たしている技術提案者の技術提案書の中から、記９に掲げる

基準に基づき、技術提案書を特定する。 

    なお、当該技術提案書に次ぐ技術提案書を次順位として選定する場合がある。 

  (3) (2)の特定の結果は、技術提案者へ２０２２年６月２２日（木）までに通知するとと

もに、技術提案書が特定された者を閲覧により公表する。 
  (4) 閲覧の開始及び場所 
     ① 閲覧開始    ２０２３年６月２２日（木）から ただし、休日は行わない。 
     ② 閲覧場所    記３に同じ 
     ③ 閲覧時間    午前９時３０分から午後５時００分まで 
 
１８ 非特定理由に対する質問書の提出期限、場所及び方法等 
  (1) 技術提案書を特定されなかった者は、書面（様式は自由）によりその理由について

説明を求めることができる。 

  (2) 質問書の提出期限、場所及び方法 

     ① 提出期限 ２０２３年７月３日（月）午後５時００分 

ただし、休日は受付けない。 

     ② 提出場所 記３に同じ 

     ③ 提出方法 持参又は郵送（書留郵便等配達の記録が残る方法に限る。）すること。
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ただし、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。なお、ファクシミリによるもの

は受け付けない。 

  (3) (1)の質問に対する回答期限及び方法 

     ① 回答期限 ２０２３年７月１３日（木） 

     ② 回答方法 質問回答書を送付する。 
 
１９ 競争参加資格等審査委員会委員の公表 
  (1) 本手続に係る審査を行う競争参加資格等審査委員会委員を閲覧により公表する。 

  (2) 閲覧の開始及び場所 

     ① 閲覧開始    ２０２３年６月２２日（木）から ただし、休日は行わない。 

     ② 閲覧場所    記３に同じ 
     ③ 閲覧時間    午前９時３０分から午後５時００分まで 
 
２０ 説明書等に対する質問書の提出期限、場所及び方法等 

  (1) 説明書等に対する質問がある場合は、書面（様式は自由）により提出すること。 

  (2) 質問書の提出期限、場所及び方法 

     ① 提出期限  

参加表明書に関する質問：２０２３年５月１２日（金）午後５時００分 

技術提案書等に関する質問：２０２３年５月２９日（月）午後５時００分 

ただし、休日は受付けない。 

     ② 提出場所  記３に同じ 

     ③ 提出方法 

持参または郵送（郵便書留等の配達記録が残るものに限る。）すること。ただし、

郵送の場合は提出期限に必着のこと。 
なお、ファクシミリによるものは受け付けない。 

  (3) (1)の質問に対する回答書の閲覧期間及び場所 

     ① 閲覧期間 

参加表明書に関する質問： ２０２３年５月１６日（火）から 

２０２３年５月１８日（木）まで。 

技術提案書等に関する質問： ２０２３年６月２日（金）から 

２０２３年６月９日（金）まで。 

     ② 閲覧場所 記３に同じ 

 

２１ その他 

  (1) 手続において使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨に限る。 

  (2) 参加表明書及び技術提案書の作成及び提出に要する費用は、参加表明者及び技術提



7 
 

案者の負担とする。 

  (3) 契約保証金  納付 

       ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約

保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、

又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 

  (4) 参加表明書又は技術提案書の無効等 

    ① 同一の者が単体又は設計共同体の構成員として複数の参加表明書を提出した場合

若しくは参加表明者が他の参加表明者の協力設計事務所になっている場合は、当該参

加表明書は全て無効とする。 

    ② 虚偽の内容が記載されている参加表明書又は技術提案書は無効とし、提出要請者

としての選定及び技術提案書の特定についてはこれを取消す。 

    ③ 参加表明書又は技術提案書が次の条件の一に該当する場合は失格となることがあ

る。 

      ア 別紙の「参加表明書作成要領」又は「技術提案書作成要領」に示された条件に

適合しないもの。 

      イ 提出期限、場所及び方法等に適合していないもの。 

      ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 
      エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 
      オ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。 

  (5) 手続における交渉の有無  無 

  (6) 当該業務に直接関連する他の業務の契約を当該業務の契約の相手方と随意契約によ

り締結する予定の有無  無 

  (7) 関連情報を入手するための照会窓口  記３に同じ 

  (8) 参加表明書及び技術提案書は返却しない。 

    ただし、技術提案書を特定した技術提案者の参加表明書及び技術提案書以外は、提

出時に返却の希望があったもののみ返却する。 

    なお、返却を希望する者は、その旨を参加表明書及び技術提案書に記載すること。 

  (9) 参加表明書及び技術提案書は、本手続以外に参加表明者及び技術提案者に無断で使

用しない。 
ただし、参加表明書及び技術提案書は、公正性、透明性及び客観性を確保するため

必要があるときは、参加表明者及び技術提案者と協議の上、公表することがある。 
 (10) 参加表明書及び技術提案書は、特定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成

することがある。 
 (11) 参加表明書及び技術提案書の提出期限以降における参加表明書及び技術提案書の差

し替え及び再提出は認めない。また、参加表明書及び技術提案書に記載された担当予

定技術者は、病休、死亡、退職等の極めて特別の理由があると認めた場合を除き変更
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することはできない。 

なお、当該技術者の変更を認めた場合を除き当該技術者を配置できない場合は、提

出要請者としての選定及び技術提案書の特定についてはこれを取消す。 

(12) 参加表明書及び技術提案書の作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了

解なく公表又は他の目的のために使用することはできない。 

(13) 特定された者の技術提案に盛り込まれた内容のうち、発注者が実施すべきと判断し

たものについては、特記仕様書に明記することとする。 

(14) 提出要請者の選定及び技術提案書の特定その他の手続に不服がある者は、上記 15(3)

の回答及び上記 18(3)の回答を受けた日の翌日から起算して 7 日（休日を除く）以内

に書面により発注者に対して再苦情の申し立てを行うことができる。当該再苦情申し

立てについては、入札監視委員会が審議を行う。 

(15) プロポーザル方式の趣旨に鑑み特定された技術提案書の内容が設計業務の実施条件

になるものではない。 



  年  月  日 

 

 
 

国立大学法人東京医科歯科大学長 

         田 中  雄 二 郎  殿 

 

 

 

                                   （提出者） 

                                     住所 

                                     法人等名 

                                     代表者氏名等 

 

 

 

 

参 加 表 明 書 

 

 

業務名 東京医科歯科大学（湯島）７号館改修設備設計業務 
 

 上記業務の技術提案書に基づく選定の参加について関心がありますので、技術資料 
 

８部を添えて参加表明書を提出します。 
 

 

 



  年  月  日 

 

 

国立大学法人東京医科歯科大学長 

田 中  雄 二 郎  殿 

 

 

 

                                   （提出者） 

                                     住所 

                                     法人等名 

                                     代表者氏名等 

 

 

 

 

技 術 提 案 書 

 

 

業務名 東京医科歯科大学（湯島）７号館改修設備設計業務 

 

上記業務について、技術資料８部を添えて技術提案書を提出します。 

 



 

1 

 
参加表明書作成要領 

 
１ 総則 
  (1) 参加表明書（技術資料を含む）の用紙サイズは、全てＡ４とする。 

  (2) 技術資料には、参加表明者名その他社章など参加表明者が判別できるもの及び氏名など個

人が判別できるものを記載することはできない。 

  (3) 技術資料に記載する主要業務、同種業務及び類似業務とは、２００８年度（平成２０年度）

以降に完成・引渡が完了した新営（改築を含む）、全面改修の建築物に係る実施設計業務で

次に掲げる条件を満たしているものをいう。 

      ①主要業務とは、下記②、③の同種業務・類似業務以外で、元請けとして RC 造、S 造又は

SRC 造で地上 3 階建て以上、延床面積 2,000 ㎡以上の施設の新増築又は全面改修の建築設

備実施設計業務をいう。 

    ②同種業務とは、元請けとして RC 造、S 造又は SRC 造で地上 3 階建て以上、延床面積 2,000

㎡以上の校舎か教育研究施設に係る、新増築又は全面改修の建築設備実施設計業務をい

う。 

    ③類似業務とは、元請けとして RC 造、S 造又は SRC 造で地上 3 階建て以上、延床面積 2,000

㎡以上の事務所の新増築又は全面改修の建築設備実施設計業務をいう。 

  (4) 本業務は、総括技術者及び主任技術者からなる設計チームを組んで行うものとする。 

     総括技術者は設計チームの中心となる技術者であり全体を総括し、主任技術者は各分野の中

心となる技術者であり各分野の責任者とする。 

  (5) 総括技術者及び主任技術者は、本業務に専念できる者であり、かつ、総括技術者は、自設

計事務所又は自設計共同体の構成員である設計事務所に所属する者であること。 

(6) 同じ技術者が複数の役割及び分野を担当することはできない。 

(7) 単体で参加表明書を提出する設計事務所は、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２

３条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていることを証明する書類の写しと、文

部科学省における令和５・６年度設計・コンサルティング業務の競争参加資格の認定をうけ

ている「競争参加資格認定通知書」の写しをそれぞれ１枚添付すること。 

  (8) 単体又は設計共同体の構成員として参加表明書を提出する設計事務所は、「納税証明書（国

税通則法施行規則別表第八号書式その一の法人税、消費税及び地方消費税の証明並びに同第

八号書式その三又はその三の三の未納の税額が無いことの証明）」の写しを１枚添付するこ

と。 

 

２ 総括技術者の資格及び実績（様式１） 

  (1) 総括技術者は、他の設計事務所所属の職員であってはならない。 
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  (2) 「１ 資格」は、当該業務を行うにあたり関連する資格を「一級建築士」、「建築設備士」

を優先して記入すること。 

  (3) 「２ 主要業務実績」は、２００８年度（平成２０年度）以降に担当者（相当程度の責任

をもって業務に従事した者）として従事し、完了した建築設備実施設計業務を１件記入する

こと。 

  (4) 「３ 同種・類似業務実績」は、２００８年度（平成２０年度）以降に担当者（相当程度

の責任をもって業務に従事した者）として従事した建築設備実施設計の同種又は類似業務を

「同種業務」を優先して少なくとも１件は記入（３件以内）すること。 

  (5) さらに、「３ 同種・類似業務実績」の「施設名等」欄には、施設名、用途、発注者名及

び敷地の所在地市町村名を記入し、種類として「同種」又は「類似」の別を記入すること。 

  (6) 「立場」欄は、当該業務における役割（総括技術者、主任技術者、その他の別）及び業務

種類（新営、改修の別）を記入すること。なお、当該業務における役割が、主任技術者又は

その他の場合は、担当分野（電気設備、機械設備などの別）及び具体的な役割を記入すること。 

   

３ 総括技術者の主要業務の実績（様式２） 

  (1) 総括技術者の資格及び実績（様式１）に記入した主要業務の内容、設計コンセプト等につ

いて写真等（外観及び内部の写真又は透視図等。用紙サイズはＡ４。コピーでも可。）添付

した用紙１枚の範囲内で記述すること。 

  (2) 総括技術者の主要業務の実績（様式２）には、別紙で代表階の平面図（用紙サイズはＡ４。）

１点を添付すること。 

  (3) 設計事務所の主要業務の実績（様式８）として技術資料を作成するものについては、その

旨を明記することで代えることができる。 

 

４ 総括技術者の同種又は類似業務の実績（様式３） 

  (1) 総括技術者の資格及び実績（様式１）に記入した同種又は類似業務の中から「同種業務」

を優先して１件を選び、当該業務の内容、設計コンセプト等について写真等（外観及び内部

の写真又は透視図等。用紙サイズはＡ４。コピーでも可。）添付した用紙１枚の範囲内で記

述すること。 

  (2) 総括技術者の同種又は類似業務の実績（様式３）には、別紙で代表階の平面図（用紙サイ

ズはＡ４。）１枚を添付すること。 

  (3) ただし、設計事務所の同種又は類似業務の実績（様式９）として技術資料を作成するもの

については、その旨を明記することで代えることができる。 

 

５ 主任技術者の資格及び実績（様式４） 

  (1) 主任技術者の資格及び実績（様式４）は、電気設備、機械設備の担当分野毎に作成すること。 
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  (2) 「１ 資格」欄は、当該業務を行うに当たり関連する資格を、電気設備及び機械設備につ

いては「一級建築士」、「建築設備士」を、優先して記入すること。 

  (3) 「２ 主要業務実績」は、２００８年度（平成２０年度）以降に担当者（相当程度の責任

を持って業務に従事した者）として従事し、完了した業務（電気設備担当者は電気設備設計

業務，機械設備担当者は機械設備設計業務）を１件記入すること。 

  (4) 「３ 同種・類似業務実績」は、２００８年度（平成２０年度）以降に担当者（相当程度

の責任をもって業務に従事した者）として従事した同種又は類似業務（電気設備担当者は電

気設備設計業務，機械設備担当者は機械設備設計業務）を「同種業務」を優先して記入（３

件以内）すること。 

  (5) さらに、「３ 同種・類似業務実績」の「施設名等」欄には、施設名、用途、発注者名及

び敷地の所在地市町村名を記入し、種類として「同種」又は「類似」の別を記入すること。 

  (6) 「立場」欄は、当該業務における役割（総括技術者、主任技術者、その他の別）及び業務

種類（新営、改修の別）を記入すること。なお、当該業務における役割が、主任技術者又は

その他の場合は、担当分野（電気設備、機械設備などの別）及び具体的な役割を記入するこ

と。 

 

６ 主任技術者の主要業務の実績（様式５） 

  (1) 主任技術者の主要業務の実績（様式５）は、電気設備、機械設備などの担当分野毎に作成

すること。 

  (2) 主任技術者の資格及び実績（様式４）に記入した主要業務の内容、設計コンセプト等につ

いて写真等（外観及び内部の写真又は透視図等。用紙サイズはＡ４。コピーでも可。）を添

付した用紙１枚の範囲内で記述すること。 

  (3) 主任技術者の主要業務の実績（様式５）には、別紙で代表階の平面図（用紙サイズはＡ４。）

１点を添付すること。 

  (4) ただし、設計事務所の主要業務の実績（様式８）として技術資料を作成するものについて

は、その旨を明記することで代えることができる。 

 

７ 主任技術者の同種又は類似業務の実績（様式６） 

  (1) 主任技術者の同種又は類似業務の実績（様式６）は、電気設備、機械設備などの担当分野

毎に作成すること。 

  (2) 「建築（意匠）、建築（構造）担当主任技術者」については、主任技術者の資格及び実績

（様式４）に記入した同種又は類似業務の中から「同種業務」を優先して１件を選び、各担

当分野に関する当該業務の内容、設計コンセプト等について写真等（外観及び内部の写真又

は透視図等。用紙サイズはＡ４。コピーでも可。）を添付した用紙１枚の範囲内で記述する

こと。 

  (3) 「電気設備担当主任技術者」及び「機械設備担当主任技術者」については、主任技術者の



 

4 
 

資格及び実績（様式４）に記入した同種又は類似業務の中から「同種業務」を優先して１件

選び、各担当分野に関する当該業務の内容、設計コンセプト等を設備システムのイメージ図

を添付した用紙１枚の範囲内で記述すること。 

(4) 主任技術者の同種又は類似業務の実績（様式６）には、別紙で代表階の平面図（用紙サイ

ズはＡ４）１点を添付すること。 

  (5) ただし、設計事務所の同種又は類似業務の実績（様式９）及び総括技術者の同種又は類似

業務の実績（様式３）として技術資料を作成するものについては、その旨を明記することで

代えることができる。 

 

８ 設計事務所の主要業務等の実績等（様式７） 

  (1) 「１ 技術者数・技術力」は、当該業務を行うにあたり関連する資格を有する技術者（以

下「技術者」という。）の人数及び資格について記入すること。なお、協力設計事務所の技

術者の人数については、（  ）書き内数で明記すること。又、設計共同体については、設

計共同体全体の技術者の人数を記入すること。複数の資格を有する技術者については、「一

級建築士」、「建築設備士」を優先して、このうちいずれか一つの資格の保有者として取り扱

うこと。 

  (2) 「２ 協力設計事務所」は、全ての協力設計事務所の法人等名を記入すること。 

(3) 「３ 主要業務実績」は、２００８年度（平成２０年度）以降に完了した建築設備実施設

計業務を１件記入すること。 

(4) 「４ 同種・類似業務実績」は、２００８年度（平成２０年度）以降に完了した建築設備

実施設計の同種又は類似業務を「同種業務」及び「単体又はＪＶ受注業務」を優先して少な

くとも１件は記入（３件以内）すること。 

  (5) さらに、「４ 同種・類似業務実績」の「施設名等」欄には、施設名、用途、発注者名及

び敷地の所在地市町村名を記入し、種類として「同種」又は「類似」の別を記入すること。 

  (6) 「受注形態」欄には、単体、ＪＶ（設計共同体の構成員として受注）、協力（協力者とし

て参加）の別を記入すること。 

  (7) 「業務内容」欄には、業務種類（新営、改修の別）、分野（電気設備、機械設備などの別）、

作業内容（基本図作成、詳細図作成、設計計算、数量集計などの別）及び具体的な業務内容

を記入すること。 

   

９ 設計事務所の主要業務の実績（様式８） 

  (1) 設計事務所の主要業務等の実績等（様式７）に記入した主要業務の内容、設計コンセプト

等について写真等（外観及び内部の写真又は透視図等。用紙サイズはＡ４。コピーでも可。）

を添付した用紙１枚の範囲内で記述すること。 
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  (2) 設計事務所の主要業務の実績（様式８）には、別紙で代表階の平面図（用紙サイズはＡ４。）

１点を添付すること。 

   

10 設計事務所の同種又は類似業務の実績（様式９） 

  (1) 設計事務所の実績等（様式７）に記入した同種又は類似業務の中から「同種業務」を優先

して１件を選び、当該業務の内容、設計コンセプト等について写真等（外観及び内部の写真又

は透視図等。用紙サイズはＡ４。コピーでも可。）を添付した用紙１枚の範囲内で記述するこ

と。 

  (2) 設計事務所の同種又は類似業務の実績（様式９）には、別紙で代表階の平面図（用紙サイ

ズはＡ４。）１枚を添付すること。 

 

11 その他 

(1) 参加表明書（表紙以外の技術資料）は製本した形で提出すること。 

(2) 提出書類は様式の順番に並べ、インデックスを付けること。 

 



1 

技 術 提 案 書 作 成 要 領 
 
１ 総則 

  (1) 技術提案書の用紙サイズは、全てＡ４とします。 

 

２ 業務の実施方針（様式１０） 

  (1) 業務の実施方針（様式１０）は、業務の実施に当たっての方針あるいは内容につい

ての提案、業務実施に当たっての取組体制、特に重視する分野毎の設計上の配慮事項

（提案を求めている課題を除く。）、その他業務を実施するに当たって配慮することな

どを用紙２枚の範囲内で記述すること。 

  (2) 業務の実施方針（様式１０）には、文章を補完するための最小限の写真、イラスト

及びイメージ図並びにエスキス及びスケッチを記載又は貼付することができる。ただ

し、具体的な設計図、模型（模型写真を含む。）及び透視図等を記載又は貼付するこ

とはできない。 

 

３ 協力設計事務所（様式１１） 

  (1) 協力設計事務所（様式１１）は、協力設計事務所を予定している場合に記入するこ

と。 

  (2) 複数の協力設計事務所がある場合は、別々の用紙に記入すること。 

  (3) 「協力内容」欄は、業務区分（電気設備、機械設備など）及び作業内容（基本図作

成、詳細図作成、設計計算、数量集計等の別）を記入すること。 

  (4) 「延従事予定技術者数」欄は、担当業務区分毎に延従事予定技術者人数を記入する

こと。 

 

４ 技術者名等一覧（様式１２） 

 (1) 技術者名等一覧（様式１２）は、参加表明書に記載した総括技術者及び主任技術者

について記入すること。 

  (2) 「所属」欄は、当該総括技術者及び当該主任技術者が所属する設計事務所名を記入

すること。 

 

５ 工程計画等（様式１３） 

 (1) 工程計画等（様式１３）は、用紙１枚（Ａ４）の範囲内で記入すること。 

  (2) 「１ 業務実施体制」は、業務の実施体制（単体、設計共同体の別）を記入するこ

と。 

  (3) 「２ 設計共同体」は、設計共同体の構成員名及び出資比率又は分担業務分野区分

（電気設備、機械設備などの別）を記入すること。 
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  (4) 「３ 工程計画」の「業務分野」欄は、主な業務分野（電気設備、機械設備などの

別）を記入すること。 

  (5) 「３ 工程計画」の「工程計画」欄は、業務分野毎の主な作業内容(例：基本図作

成、詳細図作成、設計計算、数量集計などの別）の実施時期を実線で記入すること。 

  (6) 「３ 工程計画」の「延従事予定技術者数」欄は、総括技術者、主任技術者及びそ

の他技術者毎に延従事予定技術者数を記入すること。また、協力設計事務所に依存す

る部分については、( ）書き内数で明記すること。 

 

６ 課題についての提案（様式１４） 

 (1) 課題についての提案（様式１４）は、次に掲げる課題についての基本的な考え方を

各課題それぞれ用紙１枚の範囲内で記述すること。なお、記述に当たっては、本学提

示資料の趣旨を理解した上でより良い提案を求める。また、当該課題名称を必ず記述

すること。 

 ① 建築設備改修設計の範囲において、省エネルギー又はライフサイクルコスト低

減に寄与する設計方策の提案 
     ② 工区を分けた改修工事を行うにあたり、効率的な更新が可能となるような設計

手法又は施工計画に関する提案 

(2) 課題についての提案（様式１４）には、文章を補完するための最小限の写真、イ

ラスト、イメージ図及びスケッチを記載又は貼付することができる。ただし、具体的

な設計図、模型写真及び透視図等を記載又は貼付することはできない。 

 

７ その他 

(1) 技術提案書（表紙以外の技術資料）は製本した形で提出すること。 

(2) 提出書類は様式の順番に並べ、インデックスを付けること。 

 



 

資料５－７ 

（様式１）                                                        【技術資料】 

総括技術者の資格及び経験 

 １ 資 格 

資     格 取 得 年 月 日 登 録 番 号 

 S ･ H  年 月 日  

 S ･ H  年 月 日  

 S ･ H  年 月 日  

 S ･ H  年 月 日  

 S ･ H  年 月 日  

２ 主要業務実績（同種・類似業務実績以外の実績） 

業務名 施設名等 構造・規模 完了年月日 

 

 

 

 

施設名 

用 途 

発注者 

所在地 

構造         

地上  階 

地下  階 

延床面積     ㎡ 

  年 

月  日 

 

業務内容 役割： ・総括 ・主任 ・その他   業務種類： ・実施設計／・新営 ・改修 

３ 同種・類似業務実績 

業務名 施設名等 構造・規模 完了年月日 

 

 

 

 

 

種 類 ・同種 ・類似 

施設名  

用 途  

発注者  

所在地  

構造 

地上   階 

地下   階 

延床面積    ㎡ 

   年 

月  日 

立場 

役割： ・総括 ・主任 ・その他   業務種類： ・実施設計／・新営 ・改修 

担当分野： 

具体的役割： 

 

 

 

 

 

種 類 ・同種 ・類似 

施設名  

用 途  

発注者  

所在地  

構造 

地上   階 

地下   階 

延床面積    ㎡ 

   年 

月  日 

立場 

役割： ・総括 ・主任 ・その他   業務種類： ・実施設計／・新営 ・改修 

担当分野： 

具体的役割： 

 

 

 

 

 

種 類 ・同種 ・類似 

施設名  

用 途  

発注者  

所在地  

構造 

地上   階 

地下   階 

延床面積    ㎡ 

   年 

月  日 

立場 

役割： ・総括 ・主任 ・その他   業務種類： ・実施設計／・新営 ・改修 

担当分野： 

具体的役割： 

※総括技術者は、自設計事務所又は自設計共同体の構成員である設計事務所に所属し、本業務に専念出来る者です。 



 

資料５－７ 

 
（様式２）                                                         【技術資料】 

 

総括技術者の主要業務の実績 
 

業務名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

資料５－７ 

 （様式３）                                                        【技術資料】 
 

総括技術者の同種又は類似業務の実績 
 

業務名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

資料５－７ 

（様式４）                                                        【技術資料】 

主任技術者の資格及び経験 
 
 担当分野                 

  

１ 資 格 

資     格 取 得 年 月 日 登 録 番 号 

 S ･ H  年 月 日  

 S ･ H  年 月 日  

 S ･ H  年 月 日  

 S ･ H  年 月 日  

 S ･ H  年 月 日  

２ 主要業務実績（同種・類似業務実績以外の実績） 

業務名 施設名等 構造・規模 完了年月日 

 

 

 

 

施設名 

用 途 

発注者 

所在地 

構造         

地上  階 

地下  階 

延床面積     ㎡ 

  年 

月  日 

 

業務内容 役割： ・総括 ・主任 ・その他   業務種類： ・実施設計／・新営 ・改修 

３ 同種・類似業務実績 

業務名 施設名等 構造・規模 完了年月日 

 

 

 

 

 

種 類 ・同種 ・類似 

施設名  

用 途  

発注者  

所在地  

構造 

地上   階 

地下   階 

延床面積    ㎡ 

   年 

月  日 

立場 

役割： ・総括 ・主任 ・その他   業務種類： ・実施設計／・新営 ・改修 

担当分野： 

具体的役割： 

 

 

 

 

 

種 類 ・同種 ・類似 

施設名  

用 途  

発注者  

所在地  

構造 

地上   階 

地下   階 

延床面積    ㎡ 

   年 

月  日 

立場 

役割： ・総括 ・主任 ・その他   業務種類： ・実施設計／・新営 ・改修 

担当分野： 

具体的役割： 

 

 

 

 

 

種 類 ・同種 ・類似 

施設名  

用 途  

発注者  

所在地  

構造 

地上   階 

地下   階 

延床面積    ㎡ 

   年 

月  日 

立場 

役割： ・総括 ・主任 ・その他   業務種類： ・実施設計／・新営 ・改修 

担当分野： 

具体的役割： 



 

資料５－７ 

 
（様式５）                                                        【技術資料】 
 

主任技術者の主要業務の実績 
 

担当分野 
 

 

業務名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

資料５－７ 

（様式６）                                                        【技術資料】 
 

主任技術者の同種又は類似業務の実績 
 

担当分野 
 

 

業務名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

資料５－７ 

 
（様式７）                                                        【技術資料】 
 

設計事務所の主要業務等の実績等 
 

１ 技術者数・技術力 

資     格 人 数 

 一級建築士              人 

建築設備士        人 

 技術士              人 

 その他の資格（代表例：             ）              人 

 

２ 協力設計事務所 

 

 

 

３ 主要業務実績（同種・類似業務実績以外の実績） 

業  務  名 施 設 名 等 受注形態 構造・規模 完了年月日 

 

 

 

 

施設名 

用 途 

発注者 

所在地 

・単体 

・JV 

・協力 

構造 

地上  階 

地下  階 

延床面積    ㎡ 

  年 

  月 日 

業務内容 
 

 

４ 同種・類似業務実績 

業   務   名 施 設 名 等 受注形態 構造・規模 完了年月日 

 

 

 

 

種類  ・同種 ・類似 

施設名 

用 途 

発注者 

所在地 

・単体 

・JV 

・協力 

構造 

地上  階 

地下  階 

延床面積    ㎡ 

  年 

  月  日 

業務内容 
 

 

 

 

 

種類  ・同種 ・類似 

施設名 

用 途 

発注者 

所在地 

・単体 

・JV 

・協力 

構造 

地上  階 

地下  階 

延床面積    ㎡ 

  年 

  月  日 

業務内容 

 

 

 

 

 

種類  ・同種 ・類似 

施設名 

用 途 

発注者 

所在地 

・単体 

・JV 

・協力 

構造 

地上  階 

地下  階 

延床面積    ㎡ 

  年 

  月  日 

業務内容 

 



 

資料５－７ 

 
（様式８）                                                        【技術資料】 

設計事務所の主要業務の実績 
 

業務名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

資料５－７ 

 （様式９）                                                        【技術資料】 
 

設計事務所の同種又は類似業務の実績 
 

業務名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

資料５－７ 

 
（様式１０）                                                      【技術資料】 
 

業務の実施方針 

設計事務所名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

資料５－７ 

 
（様式１１）                                                      【技術資料】 
 
 
  設計事務所名：                               

 

協力設計事務所 
 

法 人 等 名 

 

 

 

 

代 表 者 等 名 

 

 

 

 

所 在 地 

 

 

 

 

協 力 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

延 従 事 予 定 
技 術 者 数 

（人日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

資料５－７ 

 
 （様式１２）                                                     【技術資料】 

技術者名等一覧 
 
 
   設計事務所名：                               
 
 
  １ 総括技術者 

     (1)氏  名  ： 

     (2)生年月日  ：  昭和・平成        年  月  日（  才） 

     (3)所  属  ： 

 

  ２ 建築(意匠）担当主任技術者 

     (1)氏  名  ： 

     (2)生年月日  ：  昭和・平成        年  月  日（  才） 

     (3)所  属  ： 

 

  ３ 電気設備担当主任技術者 

     (1)氏  名  ： 

     (2)生年月日  ：  昭和・平成        年  月  日（  才） 

     (3)所  属  ： 

 

  ４ 機械設備担当主任技術者 

     (1)氏  名  ： 

     (2)生年月日  ：  昭和・平成        年  月  日（  才） 

     (3)所  属  ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

資料５－７ 

（様式１３）                                                     【技術資料】 
  

工程計画等 

 

１ 業務実施体制    ・単体  ・設計共同体 

２ 設計共同体 

  構成員名： 

    出資比率： 

  分担業務分野区分： 

 

３ 工程計画 

業務分野 
工  程  計  画 延従事予定技術

者数（人日） 月 月 月 月 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総括： 

主任： 

 他 ： 

 計 ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総括： 

主任： 

 他 ： 

 計 ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総括： 

主任： 

 他 ： 

 計 ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総括： 

主任： 

 他 ： 

 計 ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総括： 

主任： 

 他 ： 

 計 ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総括： 

主任： 

 他 ： 

 計 ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総括： 

主任： 

 他 ： 

 計 ： 

合          計 

総括： 

主任： 

 他 ： 

 計 ： 



 

資料５－７ 

（様式１４）                           【技術資料】 

課題についての提案 

課題① 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

資料５－７ 

（様式１４）                           【技術資料】 

課題についての提案 

課題② 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計業務委託契約書（案） 
 
業 務 名 東京医科歯科大学（湯島）７号館改修設備設計業務 
 
業務委託料 金          円也 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金       円也） 
 
上記消費税及び地方消費税の額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８

２及び第７２条の８３の規定に基づき、業務委託料に１１０分の１０を乗じて得た額である。 
 
発注者 国立大学法人東京医科歯科大学長 田中 雄二郎 と受注者  

 との間において、上記の業務について、上記の業務委託料で、次の条項によって委託契約を締結し、信義

に従って誠実にこれを実施するものとする。 
 
第１条 受注者は別冊の業務委託特記仕様書に従い、業務を完了するものとする。 
 
第２条 業務は、                 及び東京都文京区湯島１－５－４５ 国立大学法

人東京医科歯科大学において実施する。 
 
第３条 業務の履行期間は、２０２３年  月  日から２０２４年１月３１日までとする。 
 
第４条 契約保証金は、免除する。 

 
第５条 業務委託料は、受注者からの適法な請求に基づき２回に支払うものとする。 
 

第６条 業務委託料の請求書は、東京医科歯科大学施設部施設企画課に送付するものとする。 
 

第７条 完了通知書は、東京医科歯科大学施設部施設企画課に送付するものとする。 
 
第８条 別記の設計業務委託契約要項第３４条第６項、第５０条第１項、第５０条第３項及び第５２条第 
２項中の遅延利息率は、「年２．５%」である。 

 
第９条 この契約についての一般的約定事項は、別記の設計業務委託契約要項によるものとする。 
 
第10条 この契約に定めのない事項について、これに定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協 
議して定めるものとする。 
 
 
この証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 
 
２０２３年  月  日 

発注者  東京都文京区湯島一丁目５番４５号 
国立大学法人東京医科歯科大学長 

田 中  雄 二 郎 
 

 
受注者   



 
- 1 - 

 



 
- 2 - 

 



 
- 3 - 

 



 
- 4 - 
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- 8 - 

 



 
- 9 - 
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別紙「特記仕様書」「現場説明書」の 
交付方法について 

 

 

 交付方法は、以下のとおりとする。 

 

 

１．東京医科歯科大学施設部施設企画課施設契約係 shisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp まで

電子メールを送信すること。 

 

２．電子メールの件名は、「【特記仕様書・現場説明書交付希望】（湯島）７号館改修設

備設計業務」とすること。 

 

３．メール本文に、「会社名、連絡先電話番号、担当者の氏名」を明記すること。 

 

４．担当者の名刺をスキャンした PDF を添付すること。 

 

配布期間は、２０２３年５月９日（火）から２０２３年５月１９日（金）の１７時００

分までとする。 

 

〒113-8510 

東京都文京区湯島 1-5-45 

国立大学法人東京医科歯科大学 

施設部施設企画課施設契約係 

TEL：03-5803-5053 

MAIL：shisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp 

 

 

mailto:shisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp
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　参加表明書　資料チェックリスト 業者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

業務名：東京医科歯科大学（湯島）７号館改修設備設計業務

番号 確認事項 確認 追加・訂正内容等 再確認

1 参加表明書（表紙） １部 □ □
2 技術資料 ８部 □ □
3 一級建築士事務所の登録

一級建築士事務所の登録を行っていることを証明
する書類の写し１枚 □ □

4 競争参加資格認定通知書 「競争参加資格認定通知書」の写し１枚 □ □
5 納税証明書 「納税証明書」の写し１枚 □ □
6 （様式１）

総括技術者の資格及び実
績

資格 □ □
7 主要業務実績（１件） □ □
8 同種・類似業務実績（３件以内） □ □
9 （様式２）

総括技術者の主要業務の
実績

（様式１）に記入した主要業務 □ □
10

業務の内容、設計コンセプト等（用紙１枚の範囲
内） □ □

11 代表階の平面図１点 □ □
12

（様式８）として技術資料を作成するものについ
ては、その旨を明記 □ □

13 （様式３）
総括技術者の同種又は類
似業務の実績

（様式１）に記入した同種又は類似業務（同種業
務を優先） □ □

14
業務の内容、設計コンセプト等（用紙１枚の範囲
内） □ □

15 代表階の平面図１点 □ □
16

（様式９）として技術資料を作成するものについ
ては、その旨を明記 □ □

17 （様式４）
主任技術者の資格及び実
績【電気設備】

資格 □ □
18 主要業務実績（１件） □ □
19 同種・類似業務実績（３件以内） □ □
20

主任技術者の資格及び実
績【機械設備】

資格 □ □
21 主要業務実績（１件） □ □
22 同種・類似業務実績（３件以内） □ □
23 （様式５）

主任技術者の主要業務の
実績【電気設備】

（様式４）に記入した主要業務 □ □
24

業務の内容、設計コンセプト等（用紙１枚の範囲
内） □ □

25 代表階の平面図１点 □ □
26

（様式８）として技術資料を作成するものについ
ては、その旨を明記 □ □

27
主任技術者の主要業務の
実績【機械設備】

（様式４）に記入した主要業務 □ □
28

業務の内容、設計コンセプト等（用紙１枚の範囲
内） □ □

29 代表階の平面図１点 □ □
30

（様式８）として技術資料を作成するものについ
ては、その旨を明記 □ □

31 （様式６）
主任技術者の同種又は類
似業務の実績【電気設
備】

（様式４）に記入した同種又は類似業務（同種業
務を優先） □ □

32
業務の内容、設計コンセプト等（用紙１枚の範囲
内） □ □

33 代表階の平面図１点 □ □
34

（様式３）及び（様式９）として技術資料を作成
するものについては、その旨を明記 □ □

35
主任技術者の同種又は類
似業務の実績【機械設
備】

（様式４）に記入した同種又は類似業務（同種業
務を優先） □ □

36
業務の内容、設計コンセプト等（用紙１枚の範囲
内） □ □

37 代表階の平面図１点 □ □
38

（様式３）及び（様式９）として技術資料を作成
するものについては、その旨を明記 □ □

39 （様式７）
設計事務所の主要業務等
の実績等

技術者の人数及び資格 □ □
40 協力設計事務所の法人名等 □ □
41 主要業務実績（１件） □ □
42 同種・類似業務実績（３件以内） □ □

様式名等
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　参加表明書　資料チェックリスト 業者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

業務名：東京医科歯科大学（湯島）７号館改修設備設計業務

番号 確認事項 確認 追加・訂正内容等 再確認様式名等

43 （様式８）
設計事務所の主要業務の
実績

（様式７）に記入した主要業務 □ □
44

業務の内容、設計コンセプト等（用紙１枚の範囲
内） □ □

45 代表階の平面図１点 □ □
46 （様式９）

設計事務所の同種又は類
似業務の実績

（様式７）に記入した同種又は類似業務（同種業
務を優先） □ □

47
業務の内容、設計コンセプト等（用紙１枚の範囲
内） □ □

48 代表階の平面図１点 □ □
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　技術提案書　資料チェックリスト 業者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

業務名：東京医科歯科大学（湯島）７号館改修設備設計業務

番号 確認事項 確認 追加・訂正内容等 再確認

1 技術提案書（表紙） １部 □ □
2 技術資料 ８部 □ □
3 （様式１０） 業務の実施方針 用紙２枚の範囲内 □ □
4 （様式１１） 協力設計事務所

複数の協力設計事務所がある場合は、別々の用紙
に記入 □ □

5 協力内容（業務区分、作業内容） □ □
6 延従事予定技術者数（担当業務区分毎） □ □
7 （様式１２） 技術者名等一覧 参加表明書に記載した総括技術者及び主任技術者 □ □
8 所属設計事務所名 □ □
9 （様式１３） 工程計画等 業務実施体制（単体、設計共同体の別） □ □
10

設計共同体（構成員名、出資比率、分担業務分野
区分） □ □

11
工程計画（主な業務分野、主な作業内容、延従事
予定技術者数） □ □

12 （様式１４） 課題についての提案 課題①（用紙１枚の範囲内） □ □
13 課題②（用紙１枚の範囲内） □ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

様式名等
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配 布 資 料 一 覧 表  
 
 

１．    公示 

２．    説明書 

３．    参加表明書 

４．    技術提案書 

５．    参加表明書作成要領 

６．    技術提案書作成要領 

７．    設計業務に係る様式等 

８．    設計業務委託契約書（案） 

９．    設計業務委託契約要項 

１０．   別紙「特記仕様書」「現場説明書」の交付方法について 

１１．   参加表明書 資料チェックリスト 

１２．   技術提案書 資料チェックリスト 


